
２０２３年１２月２６日 

京阪京都交通株式会社 

 

乗合バス運賃の上限変更認可申請について 

 

京阪京都交通株式会社（本社：京都府亀岡市、代表取締役社長：阪本 和宏）では、本日１２月２６日（火）、      

国土交通省近畿運輸局に、対キロ区間制（亀岡・南丹市域等）における乗合バス運賃の上限変更認可申請を行い

ました。申請理由および申請の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１． 申請理由 

弊社では、２００５年７月の会社発足以来、消費税率引き上げによる運賃改定を除き、これまで、運賃を

変更することなく事業を継続して参りました。 

この間、ＩＣカードおよびバスロケーションシステム、多言語案内の整備などの利便性向上施策やノンス

テップバスの導入等により、快適かつ安全・安心な輸送サービスの提供に努めて参りました。 

しかしながら、昨今の運送業界を取り巻く環境は一層の厳しさを増し、少子高齢化や沿線人口の減少が続

いていることに加え、新型コロナウイルス感染症によってもたらされた生活様式の変化により、今後もコロ

ナ禍以前の水準には戻らない、大変厳しい状況となっております。 

 一方で、深刻な運転士不足にも悩まされており、運転士確保に向けた待遇改善や燃料費の高騰、老朽化し

た車両更新等、以前にも増してコストが増加しており、経営環境は今後さらに厳しくなって行くことが予想

されます。 

 このような事業環境下においても、安全で安定した輸送サービスを提供し、公共交通機関としての使命を

果たしていくため、下記のとおり運賃改定の申請を行ったものであります。 

 

２． 申請概要 

（１） 申請日 

２０２３年１２月２６日（火） 

（２） 上限運賃の平均改定率 

１５．１８％ 

（３） 現行・申請運賃比較表 

 区 分  現 行 改定予定 

対キロ区間制 

（亀岡・南丹市域） 

賃  率 

初乗運賃 

 ４７円７０銭 

１７０円 

５５円００銭 

１９０円 

・ 自治体が運営するコミュニティバス等の一部路線は除く。 

・ 上限運賃とは、乗合バス事業の経営に必要な原価に応じて算出される、バス事業者が収受してもよいと

される運賃の上限額です。 

 

 

 

 

 



（４） 主要区間の運賃 

主要区間 
普通運賃 通勤定期券(１ヶ月) 通学定期券(１ヶ月) 

現行 実施予定 現行 実施予定 現行 実施予定 

ＪＲ亀岡駅南口 ～ 亀岡市役所前 １７０円 １９０円 ７，１４０円 ７，９８０円 ６，１２０円 ６，８４０円 

JR 亀岡駅南口 ～ つつじヶ丘小学校前  １９０円 ２１０円 ７，９８０円 ８，８２０円 ６，８４０円 ７，５６０円 

JR 亀岡駅南口 ～ 桧 谷 公 園 前 ２５０円 ２８０円 １０，０８０円 １１，３４０円 ８，６４０円 ９，７２０円 

JR 亀岡駅南口 ～ 京都先端科学大学 ２５０円 ２８０円 １０，０８０円 １１，３４０円 ８，６４０円 ９，７２０円 

JR 亀岡駅南口 ～ 運動公園ターミナル ２６０円 ２９０円 １０，０８０円 １１，３４０円 ８，６４０円 ９，７２０円 

JR 馬堀駅前 ～ 桧 谷 公 園 前 ２５０円 ２８０円 １０，０８０円 １１，３４０円 ８，６４０円 ９，７２０円 

JR 亀岡駅南口 ～ 篠 ２３０円 ２６０円 ７，９８０円 ８，８２０円 ６，８４０円 ７，５６０円 

JR 園部駅西口 ～ 南丹市役所前 １７０円 １９０円 ７，１４０円 ７，９８０円 ６，１２０円 ６，８４０円 

J R 八 木 駅 ～ 神 吉 口 ５４０円 ６００円 ２２，６８０円 ２５，２００円 １９，４４０円 ２１，６００円 

 

（５） 運賃改定実施予定日 

認可を得られ次第、準備期間を経て実施します。（２０２４年初夏頃を予定） 

 

３． 弊社の取組みについて 

（１） これまでの経営改善と今後の取組み 

これまで、利用状況に応じた運行ダイヤの見直し、車両の代替え期間の延長、中古車両での車両更

新の実施やエコドライブの推進による燃料費の削減等により、経営の効率化に努めて参りました。 

今後は、現在深刻化している運転士不足を解消するため、運転士の採用強化を図り、安定的な運営

を行って参ります。 

（２） 安全性への取組み 

「安全・安心な輸送を確立し、快適なサービスを提供する」という安全方針のもと、日々の安全性向

上に努めております。デジタルタコグラフやドライブレコーダーを活用し、速度管理や事故防止教習

を行うとともに、安全意識への醸成にも力を入れて参ります。 

（３） サービス向上の取組み 

弊社は、交通系ＩＣカードの全国相互利用サービスへの対応やバスロケーションシステムによるリ

アルタイム運行情報の提供、また多言語での案内装置の整備等、お客様が便利にバスをご利用いただ

けるサービスの拡充を図って参りました。 

また運賃改定に合わせ、障がいをお持ちのお客様の社会活動への参加を支援する取組みとして、   

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお客様を対象とした精神障害者割引の導入を予定しております。 

 

以 上 

 

【資料提供先】 京都経済記者クラブ 

 

本件に関するお問合せ先 

京阪京都交通株式会社 管理部企画課  

☎０７７１－２２－３４３４（月～金曜日９:００～１８:００） 

 


